
鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業

募集要項に関する質問回答

平成31年4月22日

鴨川市



№ 図書名 頁 タイトル 質問・意見事項 質問・意見事項回答

1 公募説明書 3 第2章 5 （3） ③ 運転時間
運転時間の
考え方

運転時間が8時間とありますが、ごみ受入業務および、可
燃ごみ受入施設の受入時間を順守するのであれば、設備
稼働時間および、車両運搬時間は民間事業者にて提案し
ても良いものと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2 公募説明書 3 第2章 5 (3) ④ 運転日数
運転日数の
考え方

300日以上とありますが、運転日数は土曜日以外と考えて
よろしいでしょうか。また、繁忙期には土曜日に搬出業
務を実施することは可能でしょうか。

前段については、公募説明書に記載のとおりです。
後段については、搬出先との調整となります。

3 公募説明書 4 第2章 9
事業スケ
ジュール

設計・建設期間

記載のスケジュールは設計・整備期間が１５カ月となっ
ていますが、各種申請手続や現場工事期間を検討する
と、１５ヵ月の設計・整備期間を順守することは困難で
す。対面的対話、提案書で工程表をご提出いたしますの
で、設計・建設期間の延長を前提とした協議をさせて頂
けるものと考えてよろしいでしょうか。

懸念事項とされる申請手続き及び工事内容についてご提
示ください。また、対面的対話の際に、設計・建設期間
における詳細な工程の内訳を、配置動線計画等とともに
ご提示ください。

4 公募説明書 5 第3章 1 (7)
土地利用契約の締結
等

代表企業が購入する土地の所有権、あるいは賃借する土
地の借地権について、金融機関等に対して担保提供は可
能なのでしょうか。
また、施設引渡し後、施設の所有権を有する貴市と代表
企業の間で賃貸借契約は締結するのでしょうか。

前段については、担保提供可能な条件を満たしていれ
ば、ご理解のとおりです。
後段については、本市と代表企業で賃貸借契約すること
は想定していません。

5 公募説明書 7 第4章 2

可燃性粗大
ごみ処理に
関する将来
計画

将来計画に
関して

可燃性粗大ごみの破砕処理施設は、一般廃棄物処理施設
に該当する可能性がある。との記載がありますが、施設
処理量が５t／日以上になる可能性があると考えてよろし
いでしょうか。また、その際の計画処理量をご教示願い
ます。

一般廃棄物処理施設に該当するしないに関わらず生活環
境影響調査を実施する予定があります。

6 公募説明書 10 第5章 1 (4) ⑦
燃やせるご
みの運搬業
務

搬出車両
運搬可能な車両を有すること。とありますが、リース契
約等の可能性もあり、運営開始までに準備できること。
と解釈してよろしいでしょうか。

廃棄物処理法に抵触しない運搬方法であれば、ご提示の
提案を認めます。

7 公募説明書 17 第7章 3 3)
施設設計図
書

提出方法
各ページの下中央に通し番号とありますが、
A-1等の分かりやすい番号表示であれば、変更することは
可能でしょうか。

ご提示の提案を認めます。

8 公募説明書 25 第8章 5
金融機関と市との協
議等

直接協定の締結に関して、貴市は合理的な理由なしに当
該締結を拒否しないと理解してよろしいでしょうか。

融資契約及び担保関連契約の開示並びに担保権設定に対
する市の抗弁権の留保等、市にとって合理的な内容と認
められるものであれば、締結を不合理に拒否するもので
はありません。
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9 公募説明書 3
添付資
料-3

2 対価の算定方法

整備費割賦料が決定するのはいつ頃を予定していますで
しょうか？また金額はどの程度でしょうか。
図1記載の「元利償還金の70%を後年度交付税措置」とは
具体的にどのような手続きを指すのでしょうか。

前段については、事業契約締結時には確定できる見込み
です。
後段については、本市の業務範囲の手続きとなります。

10
公募説明書
添付資料

2 業務分担表
設計監理・
施工監理

要求水準書　設計建設業務編　19頁
18．施工監理に民間事業者は必要に応じて第三者に施工
管理業務を委託することができる。とありますが、民間
事業者にて設計・施工監理業務をコンサルタント会社に
委託する場合は、民間事業者が設計・施工監理業務を行
い、貴市はそのモニタリングを実施するとの解釈でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

11
公募説明書
添付資料

2 業務分担表 見学者
市民や小学生の社会見学などはないものと考えてよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

12
公募説明書
添付資料

4 2 １)
施設整備
委託料

割賦料金利

整備費割賦料のうち、金利について、「元金のうち、金
融機関からの借入金を元本とし、」と記載があります
が、金融機関ではなく、構成員から借入することを前提
としています。その場合も同様の考え方でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

13
公募説明書
添付資料

4 2 1) 図１ 既設施設改造費
既設施設を管理棟などに流用する際にかかる既設建屋等
の改造費は、起債対象外と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

14 公募説明書 5,6 2)
(1)
(2)

委託料 支払回数

運営維持管理委託料A･B･C･D･E･F･Gはともに、各年度４回
の支払いとなっておりますが、SPCのキャッシュフローを
安定化させることを目的として、年度12回の支払いに変
更して頂きたくお願いします。年度4回の支払は大企業を
主体とする事業では問題ないと考えられますが、地元企
業を代表企業とする本事業では、毎月の支払が適切であ
ると考えます。

公募説明書添付資料に記載のとおり、事業契約締結にお
ける契約交渉によります。

15
要求水準書
設計・建設業務編

2 第１章 6 1） (9) 全体計画 破砕処理施設

将来計画の破砕処理施設は現在の処理フローからの変更
はありますでしょうか。また、性能を満足できる条件で
あれば、民間事業者から処理フローをご提案することは
可能でしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、要求水準書に記載のとおりです。
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16
優先交渉権者評価
基準書

６ 表１ ６ 表１ １
①
②

審査
項目

実績 設計・建設実績
実績はコンパクタ・コンテナ方式に限ると考えてよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

17
要求水準書
設計・建設業務編

2 第1章 6 1) (11) 全体計画 施設入場者
第三者が入場することがある。との記載がありますが、
現在想定されている第三者をご教示願います。

見学者以外の第三者となります。

18
要求水準書
設計・建設業務編

6 第2節 4 3)
搬出車両
（保管設
備）

車両サイズ

搬入車両が2，4ｔ（平ボディー、パッカー車）とあり、
搬出車両が2，4ｔ（平ボディー）とありますが、搬出車
両サイズは記載のとおりで、問題ないものと考えてよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、３ｔパッカー車も含まれま
す。

19
要求水準書
設計・建設業務編

10 第2節 7 5) (11) 環境保全 サイクロン

サイクロンおよびバグフィルタ装置を設けるなどとあり
ますが、類似施設でサイクロンおよびバグフィルタの設
置はしておりません。性能を満足させることを条件に、
ロールフィルタ方式等を採用してよろしいでしょうか。

バグフィルタと同等の能力であるならば提案を認めま
す。

20
要求水準書
設計・建設業務編

11 第2節 7 2） （1） 災害対策 火災対策

可燃ごみ中継施設において、コンテナ内部での火災実績
はありません。コンテナ貯留箇所に関しても、消防当局
からの指導に基づき対策を行うと考えてよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

21
要求水準書
設計・建設業務編

13 第7節 実施設計 設計監理・施工監理

質問3に記載したとおり、本事業では設計・建設期間の順
守が困難であり、少しでも工期短縮を図るため、基本協
定締結後すぐに、基本設計および実施設計に着手したく
思います。その際に質問10に記載とおり、民間事業者に
より設計施工監理（コンサルタントへの発注）を実施す
ることを条件に、基本協定締結後に、設計協議を開始す
ることは可能でしょうか。

ご提示の提案を認めます。

22
要求水準書
設計・建設業務編

23 第2節 1 試運転 試運転期間
試運転は30日とありますが、過去の実績に基づき、短縮
することは可能でしょうか。

試運転期間は、個々の機器の初期トラブルの解消や、運
転員の習熟度向上を図る目的から、30日間を原則としま
す。

23
要求水準書
設計・建設業務編

29 第2節 2) (1)
プラット
ホーム

プラットホーム

プラットホームの形式が屋内式となっておりますが、作
業員や一般持込車、収集車両の安全性や作業性、雨に濡
れない等の問題なければ、収集車両の走行スペースおよ
び旋回スペースは屋外式、収集車両の荷卸スペースを屋
内式としてもよろしいでしょうか。

安全性や作業性に問題がなく、万が一ごみが雨に濡れて
も、プラント用の排水設備を経由するなどして適切に排
水処理を行い、臭気の漏洩がなければ提案を認めます。
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24
要求水準書
設計・建設業務編

32
32
45

第2節
第2節
第3節

3)
4)

コンテナ
コンテナ運
搬車
構内重機

所有権
コンテナ、コンテナ運搬車および構内重機は運営・運搬
事業費として計上すればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

25
要求水準書
設計・建設業務編

36 第2節 6 1) (2) ②
プラント動
力

プラント動力
プラント動力が210Vとなっておりますが、機器性能を満
たしていれば、400Vでもよろしいでしょうか。

変圧器の数量が400V系（プラント動力）が増加すること
になりますが、提案を認めます。

26
要求水準書
設計・建設業務編

43 第2節 5 1) ITV装置 設置場所
設置場所例で記載されているものは、参考であり、設置
場所、台数、大きさ等は民間事業者が過去の実績などに
基づき、ご提案するものと考えてよろしいでしょうか。

設置場所、台数、大きさ等については例として示してい
ますが、同等以上の機能を有していればご提示の提案を
認めます。

27
要求水準書
設計・建設業務編

51 第3節 4 1)
(3)
(4)

基本方針 基準

記載されている分類などは、防災避難施設等に用いられ
る基準であり、定常的に見学者の来場がない本施設では
構造体　分類　Ⅲ類　　耐震化割増係数　1.0
非構造部材　分類　B類
機器及び水槽は「一般機器」、「一般水槽」で問題ない
ものと考えます。要求水準書に記載されている数値では
工期が長くなるリスクもあり、変更をお願いできません
しょうか。

要求水準書に記載のとおりとします。

28
要求水準書
設計・建設業務編

52 第3節 4 2）
(3)
(6)

構造計算 基準

プラント設備の耐震設計は地震時の損壊防止と地震後の
機能確保を図ることを目的とし、建物の構造体に関し規
定した『建築構造設計基準』ではなく、設備機器や配管
類の損壊や移動・転倒による直接的被害防止に関し具体
的に規定された『建築設備耐震設計・施工指針（日本建
築センター）』に準拠し、アンカーボルト含めたプラン
ト設計を行うことでよろしいでしょうか。装置の一部で
あるプラント機器の脚は本項目の対象外としてよろしい
でしょうか。

前段については、お見込みの通りです。
後段については、「装置の一部」とはスキッド上の機器
類と推察しますが、一部であっても損壊の無い設計とし
てください。

29
要求水準書
運営業務編

5 第3節 12 保険
貴市の加入
保険内容

建物総合損害共済に加入する予定である。との記載があ
りますが、現在加入を予定されている保険内容をご教示
願います。民間事業者にて追加保険への加入を検討する
ためにご教示願います。

加入予定の保険内容について、【鴨川市一般廃棄物中継
施設整備・運営事業　募集要項に関する質問回答　添付
資料－１】を参照してください。

30
要求水準書
運営業務編

6 第4節 5 4)
本事業終了
時の引渡し
条件

大規模改修の
定義

引き渡し後５年以内に大規模改修がない状態。とありま
すが、大規模改修は主要機器の更新と考えてよろしいで
しょうか。また、コンテナおよびアームロール車は民間
事業者の所有物となるため、対象外と考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。
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31
要求水準書
運営業務編

9 第1節 4 4）
ごみ処理手
数料の徴収
など

ご協力内容
「処理料金の催促対象者に対する本市の催促業務に協力
すること。」とありますが、協力内容としては、帳票類
の作成との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

32
要求水準書
運営業務編

9 第1節 5 受付時間 ごみ運搬計画
日曜日は搬送先が閉場となりますので、受付された燃や
せるごみはコンテナへの積置きするとの理解でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

33
要求水準書
運営業務編

13 第3節 2 1）
適正処理・
適正運転

作業内容
保管施設で受け入れたごみを民間事業者はあくまで、保
管を行うのみであり、選別作業を実施することはないと
解釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

34
要求水準書
添付資料
年間ごみ量

鴨川市ごみ
量
実績表

搬入区分
可燃ごみの搬入区分で「事業系持込み」とありますが、
許可業者が該当するのでしょうか。また、特別事情とは
罹災ごみ等でしょうか。

ご理解のとおりです。

35 事業契約書(案) 10 第2章 第7条 2 SPC の資金調達

仮に合併特例債または一般廃棄物処理事業債が減額とな
ると、整備費割賦料が増加しますが、金融機関から資金
調達をする場合、それに伴い金融費用も増加する可能性
があります。その増加費用は貴市の負担と理解してよろ
しいでしょうか。

金融費用の増加も踏まえて、協議を行います。

36 事業契約書（案） 26 第5章
第52
条

4 (1)
運営・維持
管理業務の
遂行体制

専門技術者の専任配
置

コンパクタ・コンテナ方式と同一、または類似した処理
方式とありますが、類似した処理方式として認められる
方式をご教示ください

類似した処理方式については、貯留排出機方式としま
す。

37 事業契約書（案） 35 第8章
第73
条

 2、
3、5

本市の事由による解
除

SPCが負担した費用及び被った損害に金融費用も含まれま
すか。（金融機関に事前返済をする場合、違約金が生じ
る場合もございますが、その費用は、貴市が負担すると
いう理解でよろしいでしょうか。）

相当因果関係が認められる合理的な範囲の金融費用は含
まれます。

38 事業契約書（案） 37 第8章
第74
条

3
工事完工日前の契約
の解除

一括で支払われる当該取得代金に、金融機関に事前返済
をする場合に生じる可能性のある違約金等は含まれない
という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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39 事業契約書（案） 39 第8章
第75
条

4
工事完工日後の契約
の解除

「一括して支払う場合は、別紙5「整備費割賦料の償還
表」に定める整備費割賦料の償還表の当該支払日以降の
利息を控除する」との記載がありますが、金融機関に事
前返済をする場合に生じる可能性のある違約金等は含ま
れないという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

40 事業契約書（案） 39 第8章
第76
条

3、4
本市の債務不履行等
による契約の解除

SPCが負担した費用及び被った損害に金融費用も含まれま
すか。（金融機関に事前返済をする場合、違約金が生じ
る場合もございますが、その費用は、貴市が負担すると
いう理解でよろしいでしょうか。）

相当因果関係が認められる合理的な範囲の金融費用は含
まれます。

41 事業契約書（案） 40 第8章
第76
条

7
本市の債務不履行等
による契約の解除

契約終了時点までの未払いの整備委託料及び運営・維持
管理委託料を算定する際に、SPCが負担した金融費用は含
まれますか。（金融機関に事前返済をする場合、違約金
が生じる場合もございますが、その費用は、貴市が負担
するという理解でよろしいでしょうか。）

相当因果関係が認められる合理的な範囲の金融費用は含
まれます。

42 事業契約書（案） 44 第9章
第91
条

株主構成の変更

SPCの株式の譲渡若しくは担保権の設定に関し、SPCに融
資を行うこととなる金融機関より承諾依頼が寄せられた
場合、貴市は合理的な理由なしに当該承諾を拒否しない
と考えてよろしいでしょうか？

市が合理的に満足する直接協定が締結されるのであれ
ば、ご理解のとおりです。

43 事業契約書（案） 44 第9章
第92
条

1、2 権利等の譲渡制限

貴市と事前に協議を行い、承諾を受けた場合、事業者は
事業契約上の債権、事業契約上の地位および権利義務を
担保提供することが可能と理解していますが、SPCに融資
を行うこととなる金融機関より承諾依頼が寄せられた場
合、合理的な理由なしに当該承諾を拒否しないと考えて
よろしいでしょうか？

市が合理的に満足する直接協定が締結されるのであれ
ば、ご理解のとおりです。

44
運搬業務委託契約
書（案）

5 第2条 総則

運搬業務委託契約の違反、解除等が事業契約の解除事由
に該当するあるいは影響を及ぼす可能性はございます
か。また、事業契約で定めるモニタリングとは関係ない
という理解でよろしいでしょうか。

運搬業務も本事業の一部として実施される以上、事業契
約の解除事由に該当する場合はありえます。また、モニ
タリングの対象にもなります。

45
運搬業務委託契約
書（案）

5 第3条 この契約の目的

運搬業務委託契約に関して、SPCは委託者・受託者のどち
らの立場でもなく、運搬業務委託契約の確認者という立
場であり、SPCの債権・債務関係は生じないという理解で
よろしいでしょうか。

運搬業務委託契約に規定のあるとおり、乙の管理・監督
や指導といった契約上の業務が明記されており、一定の
債権債務関係は生じます。
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